
～漂流カヤックやＳＵＰ等の所有者探しに苦慮しています～

連絡先を記載していれば！
●事故の対応は時間が勝負です！乗船者の有無等の確認が早くなります。
●高価な遊具がなくなっても、持ち主の手元に戻って来る確率が高くなります。
●盗難防止にも有効です。
カヤック、ＳＵＰ（スタンドアップパドルボード）、ミニボート、ゴムボー

ト、大型遊具等には所有者がわかるように連絡先を記載しましょう。
個人情報の漏洩が懸念される場合は、コクピットやハッチの内部に記載するか、
ＳＮＳのアカウントやハンドルネームを記載する方法もあります。
また、購入後はメーカーや販売店にユーザー登録してご使用して下さい。
万一誤って流出させた場合等には、最寄りの海上保安部や海の緊急電話番号

「１１８番」までご連絡下さい。

陸岸から約３００メートル沖合で漂流ゴムボート（オレンジ色、内部には釣具等
が搭載されているが人の姿は認められず。）が発見され、連絡を受けた海上保安
部では、乗船者が海中転落している可能性があるため、直ちに捜索を開始。巡視
艇や航空機の勢力を投入して捜索を行っていました。ところが、数日後、海上保
安庁の「海の安全情報」で漂流ゴムボートの情報を知った所有者から連絡があり
ました。波打ち際にてゴムボートを準備中、忘れ物を取りに帰り、戻るとゴム
ボートが見当たらず近くを探すも発見できなかったもので、どこにも届出や連絡
等は行っていないとのことでした。結果、波風で流失したものと推定され、事件事
故によるものでは無いことが確認されました。

事例紹介 :  無人漂流ミニボート発見！

仙崎海上保安部からお願い
「あなたの大事な艇やボードに連絡先の記載を！」

ｶﾔｯｸのｺｸﾋﾟｯﾄ部への記載例

＊油性マジックで書いた文字はネイル用の溶剤等で消すこともできます。

「１１８番」は海上保安庁緊急通報用電話番号です。
また、聴覚や発話に障がいを持つ方を対象に、スマートフォンなどを使用した入力操作
により、海上保安庁への緊急時の通報が可能となる「NET118」というサービスも運用
しています。

「海の事件事故」は１１８番

「海の安全情報」では、海上保安庁が発表する海の事故と気象庁
が発表する気象警報・注意報などを確認することができます。

ｶﾔｯｸのﾊｯﾁ内部への記載例 購入したショップ
のステッカー等
も有効です。

問合せ先：仙崎海上保安部交通課（０８３７）２６－３１６８

海の安全情報

ゴムボートのイメージ
※本文と画像は無関係です。


